
「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる 

日を休日とする法律」の施行に伴うハローワーク 

の臨時閉庁日のお知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

 ※広島労働局内のすべてのハローワークが対象です。 

    ご理解とご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

臨時閉庁日 

平成３１年 ４月３０日（火） 

平成３１年 ５月 １日（水） 

平成３１年 ５月 ２日（木） 


